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１ 本業務の目的 

 高齢介護課における要介護認定業務及び障がい福祉課における障がい支援区分等認定業務

等を、専門的知識・技術・経験を有する民間事業者に委託することにより、事務の効率化と

市民サービスの一層の向上を図ることを目的に、公募型プロポーザル方式による受託候補者

選定を実施します。 

 

２ 業務の内容等 

（１）業務名：泉大津市要介護認定等業務 

（２）業務内容：「泉大津市要介護認定等業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとお

りとします。 

（３）契約期間：令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 提案上限金額 

月次金額 １，２３９，０００円（消費税及び地方消費税を含まない額※） 

※金額は契約額や予定価格を示すものではありません。提案にあたっては、上記金額を超

えないものとします。 

 

４ 参加資格 

提案者は、次に掲げる条件を全て満たす者とします。 

（１）令和５年・６年度泉大津市入札参加資格を有していること。 

（２）泉大津市入札参加有資格業者の指名停止に関する要綱による入札参加停止を受けてい

ないこと。 

（３）地方自治法施行令第 167条の 4及び｢泉大津市建設工事等入札参加資格審査要綱」第３

条の規定に該当しない者 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号

に掲げる暴力団､同条第 6 号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれ

らの利益となる活動を行う者でないこと。 

（５）本案件募集の日から契約締結日までの間、「泉大津市暴力団排除条例」に規定する入札

参加への排除措置を受けていない者であること。 

（６）次のいずれかに該当する法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人で

ないこと。 

①旧会社更生法(昭和 27年法律第 172 号)第 30条第 1項若しくは第 2項又は会社更生法

(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第 1 項若しくは第 2 項の規定に基づき更生手続き開

始の申立てをしている者又は申立てをなされている者 

②民事再生法(平成 11年法律第 225 号)第 21条第 1項又は第 2項の規定に基づき再生手

続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者 

③会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 17年法律第 87号)第 64条に

よる改正前の商法(明治 32 年法律第 48 号)第 381 条第 1 項の規定による会社整理の開

始の申立て又は同条第 2項の規定による通告がなされている者 
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④破産法(平成 16年法律第 75号)に基づく破産の申し立てがなされていない者 

（７）国税及び地方税の未納がない者 

（８）他自治体等での同種業務又は類似業務の実績があり、かつ本業務を遂行するにあたり

十分な能力を有し、仕様書に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できる者 

（９）個人情報の保護について、本市の施策に準じた措置を講じることができる者 

（10）プライバシーマークを取得している者 

 

５ プロポーザル実施日程 

   プロポーザルは、次のとおり実施します。 

項目 日程等 

実施要領の公表 令和５年１２月１日（金）    

参加表明書の提出期間 令和５年１２月１日（金）から 

令和５年１２月１９日（火）正午まで      

質問書の提出期間 令和５年１２月１日（金）から 

令和５年１２月１１日（月）正午まで  

質問への回答 令和５年１２月１４日（木） 

企画提案書等の提出期間 令和５年１２月２２日（金）から 

令和６年１月１８日（木）正午まで（郵送の場合

は当日必着） 

プレゼンテーション 令和６年１月３０日（火） 

審査結果の通知・結果公表 令和６年２月５日（月） 

 

６ 参加申し込み 

 「４ 参加資格」を満たし、参加を希望する場合は、下記の書類を提出願います。 

 なお、参加表明書の提出がない場合は、企画提案書を受け付けませんのでご留意願います。 

（１）提出書類 

①参加表明書（様式第１号） 

②会社概要書（様式第２号） 

③業務実績書（様式第３号） 

（２）提出部数 

  各１部 

（３）提出方法 

持参もしくは郵送により提出してください。 

提出後は、「１５ 事務局」の電子メールアドレスに事業者アドレス確認用のメールを送

信ください。今後、泉大津市は届いたアドレスに通知等のメールを送信します。 

（４）提出期限 

令和５年１２月１日（金）から令和５年１２月１９日（火）まで（郵送の場合必着）です。 

泉大津市の休日に関する条例（平成元年泉大津市条例第２８号）第２条に規定する市の

休日（以下「休日」という。）を除く午前８時４５分から午後５時１５分まで（ただし、
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令和５年１２月１９日は、正午）です。 

（５）提出先  

「１５ 事務局」 

（６）提出書類作成の留意事項 

 ①提出された参加表明に関する書類の修正又は変更は認めません。 

 ②提出された参加表明に関する書類は返却しません。 

（７）参加承認 

参加承認の可否については、令和５年１２月２２日（金）までに、電子メールで通知し

ます。 

（８）質問及び回答 

①提出期限 令和５年１２月１日（金）から令和５年１２月１１日（月）正午まで 

②提出方法 質問書（様式第４号）に記載し、「１５ 事務局」の電子メールアドレスに

添付の上、送信してください。なお、電子メールの件名は、【泉大津市要介護認定等業

務委託質問書－会社名】と記載の上、送信してください。 

③回答日  令和５年１２月１４日（木） 

④回答方法 質問に対する回答は、全ての回答をとりまとめた「質問回答書」を作成し、

泉大津市のホームページにおいて掲示します。 

 

７ 企画提案 

（１）提出書類 

①企画提案提出書（様式第５号） 

②企画提案書（任意様式） 

③見積書及び見積書内訳書（任意様式） 

・様式は自由ですが、大きな内訳として高齢介護課相当分と障がい福祉課相当分を分け、

それぞれに係る経費等について内訳を記してください。また、金額は、消費税及び地

方消費税を除いた価格並びに税込価格を記載してください。 

なお、「３ 提案限度金額」に示す、提案限度額を超える金額の場合は失格とします。 

・②企画提案書の作成は、業務委託の基本的考え方や仕様書にある各業務を実現するた

めの工夫等具体的方策、市管理者（市職員）との業務の切り分け、及び委託業務に発

揮できる独自の強み等について、（別紙１）「要介護認定等業務委託事業者選定プロポ

ーザル評価基準」を参考に、下記表の順番で作成してください。 
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（２）提出部数 

①と③は１部提出してください。 

②を８部提出してください。 

②の企画提案書については、Ａ４版・横書き、文字サイズは１１．０ポイントとし、会社

名、ロゴマーク等、作成者がわかる表示を一切しないでください。 

（３）提出方法  

持参または郵送にて提出してください。 

（４）提出期限  

令和５年１２月２２日（金）から令和６年１月１８日（木）正午まで（郵送の場合は必着）

です。 

１２月２９日から３日および休日を除く午前８時４５分から午後５時１５分（ただし、

令和６年１月１８日は、正午）までです。（郵送の場合も必着。） 

1 人員体制の確保

2 業務支援体制

3 責任者の資質とトラブル時等の対応

1 受託スケジュール

2 業務マニュアルの整備

3 本市の役割と受託者の役割

4 市民サービスの向上と苦情対応

1 従業者の実務経験・能力

2 従業者の教育・研修計画

1 個人情報適正管理体制

2 情報漏洩防止管理

５．追加提案等

１．業務管理体制について

２．業務遂行について

３．職員研修等について

４．個人情報等の保護について

企画提案書項目
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なお、提出期限までに企画提案書の提出がない場合は、辞退したものとみなします。 

（５）提出先 

「１５ 事務局」 

（６）提出書類作成の留意事項 

 ①提出された企画提案に関する書類の修正又は変更は認めません。 

 ②提出された企画提案に関する書類は返却しません。 

  

８ 事業者の選定方法 

（１）選定方法 

泉大津市要介護認定等業務委託事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）にお

いて、次により決定します。 

①審査は、企画提案書等に基づくプレゼンテーション及び質疑応答を行い、別紙２で示

す審査基準に基づいて評価し、最も高い評価を得た提案者（最優秀提案事業者）を契約

の委託候補者とします。 

（別紙１）の「Ⅰ 業務実績評価」及び「Ⅱ 内容評価」の点数合計が満点(550 点)の 60%

に満たない場合は失格とします｡ 

なお、企画提案者が１者のみの場合においても審査を行い、選定委員会の議決により

委託候補者を決定します。 

②最高点の企画提案者が複数であった場合は、選定委員会の議決により、委託候補者を

決定します。 

③審査の評価、採点に関する異議は受けません。 

 

（２）プレゼンテーション等の時間、場所等の通知 

①実施日時 

令和６年１月３０日（火） 

集合時間は、プレゼンテーション等開催通知書で指定します。 

②実施場所 

泉大津市役所 職員会館 

泉大津市東雲町９番１２号 

③実施時間 

１企画提案者につき３０分以内とし、概ねプレゼンテーションを２０分以内、質疑応答

を１０分以内とします。 

④プレゼンテーションの方法 

会場に入室できるのは、４名以内とします。プレゼンテーション会場に入室する方は、

法人名を表示した衣類やバッチ等、法人名を特定できるようなものを身に着けないでく

ださい。提案説明は、企画提案書をもとに実施に沿って、わかりやすく簡潔に説明願い

ます。また、パソコンやプロジェクター等機器を利用した説明は認めないものとします。 

なお、プレゼンテーションは非公開とします。 

（３）審査の結果通知について 
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プレゼンテーションの審査結果は、採否に関わらずプレゼンテーションを行った全事

業者に文書で通知します。ただし、選考結果に対する問合せは受け付けません。 

（４）審査結果の公表について 

上記の審査を経て、委託候補者として特定した者についての名称と、本プロポーザル

の審査における評価結果を、泉大津市ホームページで公開します。 

 

９ 参加者の失格 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とします。 

①「４ 参加資格」の要件を満たさなくなった場合 

②見積金額が「３ 提案限度金額」を超えた場合 

③提出書類等に虚偽の記載があり、選定委員会が失格と認めた場合 

④審査の公平性を害する行為があり、選定委員会が失格と認めた場合 

⑤企画提案者が、契約を履行することが困難と認められる状態に至り、選定委員会が    

 失格と認めた場合 

⑥企画提案にあたり著しく信義に反する行為があり、選定委員会が失格と認めた場合 

 

１０ 企画提案に関する経費 

企画提案に関する必要経費は、企画提案者の負担とします。 

 

１１ プロポーザルの中止等 

緊急等やむを得ない理由等により、プロポーザル方式を実施することができないと認め

られる場合、プロポーザル方式を中止または取り消すことがあります。なお、この場合、

当該プロポーザル方式に要した費用を泉大津市に請求することはできません。 

  

１２ 契約について 

（１）契約方法 

①選定委員会で選定された最も高い評価を得た提案者（最優秀提案事業者）が、泉大津市

要介護認定等業務委託（随意契約）の委託候補者となります。 

②業務委託契約の締結は、泉大津市が設定する予定価格の範囲内で、委託候補者と交渉を

行います。 

③委託候補者と契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、または委託候補者の本提

案における失格事項、若しくは、不正と認められる行為が判明した場合は、次の順位の者

と交渉します。 

（２）契約内容の調整、仕様書の確定 

委託候補者と市が業務内容等の調整を行い、業務委託仕様書を確定します。契約内容は、

仕様書、質問回答書及び企画提案書に基づき決定するものとし、提案内容は実現を約束し

たものとみなします。 

（３）本件は、令和６年４月１日から令和９年３月３１日までの、地方自治法第 234 条の 3

に基づく３６カ月の長期継続契約とします。ただし、長期継続契約であるため、令和 7年
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度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合はこの契約をや

むをえず変更又は解除する場合があります。 

（４）契約書の作成に要する経費は、契約事業者の負担とします。 

（５）契約保証金については、泉大津市財務規則(昭和 44 年泉大津市規則第 7 号)第 114 条の

規定により契約金額（見積金額（月額）×１２ヵ月（消費税等込））の１００分の１０に相

当する額とし、次のいずれかに掲げる保証を付さなければなりません。 

①現金の納付 

②この契約による債務の不履行に生ずる損害をてん補する履行保証保険（定額填補特約付）

契約の締結 

 ただし、泉大津市財務規則第 116条第 3号に該当する場合は免除します。 

（６）委託料の支払いは、毎月検査合格後の請求に基づき適法な請求を受けた日から３０日

以内に支払います。 

１３ その他 

参加申し込み後に辞退する場合は、辞退届（様式第６号）を令和６年１月１８日（木）

までに、高齢介護課へ提出してください。辞退は自由であり、辞退しても以後における不

利益はありません。 

 

１４ その他留意事項 

（１）企画提案書等の作成及び提出に伴う諸経費は、提案者の負担とします。 

（２）企画提案書等の提出物は返却しません。不採用となった場合には、本市の責において

全て処分するものとし、他の用途には使用しません。 

（３）本市における要介護認定審査会及び障がい支援区分等審査会取扱件数実績は、（別紙２）

を参照してください。但し実績件数等は、本委託業務の上限を示すものではありません。 

 

１５ 事務局 

   〒５９５－８６８６  

   泉大津市東雲町９番１２号 

   泉大津市役所保険福祉部高齢介護課 

   TEL 0725-33-1131 

   FAX 0725-20-3129 

   ﾒｰﾙ kaigo@city.izumiotsu.osaka.jp 
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(別紙１) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(配点）

小計50点

1
会社の規模、経営状況を総合的に判断し、将来にわたり安定して業務を行い得る経営基盤が
あるか。資格取得状況等。

20

2
最近５年間に、類似業務の受託実績を有するのか。有する場合、受託件数及び受託期間等
はどのようなものか。

30

小計500点

1 委託業務の事務処理内容や業務量に見合った要員配置が提案されている。 50

2
職員の病気、退職、その他災害等急な欠員が発生した場合において、即座に適切な対応が
でき得る人員体制をどのように確保するか。また、本市での作業体制とは別に、従事者等に対
する本社等のサポート部門などによる業務支援体制(従事者の相談・連絡等）がとれているか。

50

3
配置された責任者は、本業務と類似する業務の実務経験を有し、要介護認定等業務に関して
豊富な知識を兼ね備えた人材であるか。責任者を中心に通常業務及び事故・トラブル時に適
切な指揮・命令体制がとれるか。また、責任者が不在時に同様の適切な管理体制がとれるか。

50

1 受託業務実施に向けたスケジュールおよび業務の引き継ぎや移行計画について。 25

2
業務マニュアルの整備について、通常の業務改善並びに必須法令や制度の変更等へどのよう
に対策をはかり、速やかに業務マニュアルに反映させているか。 25

3 本市の役割と受託者の役割を認識し、自立した運営が可能となるよう検討されているか。 25

4
市民サービスの向上及び苦情等への対応について、どのように考え、どのような工夫がある
か。 50

1 従事者が仕様書に示す実務経験等を有している。 25

2 職員に対する法令等を含む業務知識や技術の教育について、具体的な研修計画があるか。 50

1
個人情報等の適正管理に精通した職員を配置しているか。実務従事者への指導体制・研修
体制がとられているか。 50

2
危機管理を踏まえた個人情報等取扱い及び情報漏洩を防止するための具体的かつ十分な措
置及び対応方法が示されているか。どのような取組をしているか。

50

1
提案全体を通して、本市における状況や事業主旨を把握し、事業目的の達成に向けての取組
が提案されているか。事業者として、本業務に知見があり、業務遂行の意欲があるか。 25

2
市民サービスの向上の観点から事業者として有用な提案があるか。その他経費に関して特筆
するべきことがあるか。

25

配点（50点）×（もっとも低い見積金額／当該事業者の見積金額） 小計50点

小計600点

会社の内容および
受託実績について

Ⅰ　業務実績評価 評価項目

要介護認定等業務委託事業者選定プロポーザル評価基準及び配点

2 業務遂行について

3
職員研修等につい
て

5
プレゼンテーション
および追加提案

総合計

Ⅲ　価格点

Ⅱ　内容評価 評価項目

4
個人情報等の保護
について

1
業務管理体制につ
いて
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（別紙２） 

 

審査会等　取扱い実績

（１）要介護認定業務（高齢介護課） (件数）

年度 新規（転入含） 更新 区変 合計

H30 1,156 2,590 247 3,993

H31 1,164 2,340 235 3,739

R2 1,119 1,240 296 2,655

R3 1,284 693 334 2,311

R4 1,296 1,154 356 2,806

（２）障がい支援区分等認定業務（障がい福祉課） (件数）

年度 新規（転入含） 更新 区変 個別案件 合計

H30 61 166 14 3 244

R1 59 130 6 6 201

R2 70 115 6 7 198

R3 61 205 9 5 280

R4 71 182 17 9 279


